
第９回桑名市景観計画策定委員会議事要旨 

日 時・場所 平成 21年３月 23日（月）午前９時 30分から午後 12時 30分 

桑名市役所 ５階中会議室 

出席者 委 員：14人（欠席 2人） 

アドバイザー：1人（欠席 1人） 

代表幹事： ２人（市）（欠席 1人） 

事務局： ５人（コンサルタント：２人） 

議事次第 (1) 第８回策定委員会対応方針の確認 

(2) 眺望保全区域について 

(3) 景観重要公共施設の整備等に関する事項について 

(4) 景観計画全体構成について 

 １．開会 

・会長が会を開会した。 

２．挨拶 

・会長が開会の挨拶を行った。 

３．第８回桑名市景観計画策定委員会議事概要について 

・事務局が第８回桑名市景観計画策定委員会議事概要作成の報告をし、

内容に相違がある場合は、事務局に連絡頂くことを確認した。 

４．議題 

(1) 第８回策定委員会対応方針の確認 

・事務局が、第８回策定委員会対応方針に基づき説明し了解を得た。 

(2) 眺望保全区域について 

・事務局及びコンサルタントが、眺望保全区域について再度シミュレ

ーション結果を報告し、視対象を多度山、視点場を桑名城趾とする

眺望景観を多度山眺望保全区域（届出を要する行為と規模は一般地

区と同様）として、第１号の桑名市景観計画に位置付けることにつ

いて了解を得た。 

・高さに関する制限等ついては、東京湾の平均海面を標高０メートル

とし、標高で記述することで了解を得た。 

(3) 景観重要公共施設の整備等に関する事項について 

・事務局が、景観重要公共施設の制度と現在関係行政機関と協議中で

ある旨を前提とし、候補としている公共施設ついて説明し、次回候

補とした選定理由と協議経過について説明することで了解を得た。 

(4) 景観計画全体構成について 

・事務局及びコンサルタントが、桑名市景観計画全体構成について説

明し、了解を得た。 

・景観重要建造物の指定方針は、景観計画が発効された以降で、建造

物所有者と合意が得られたものについて、指定していく際の根拠と

なるものであり、その内容について了解を得た。 



５．挨拶 

・事務局が、本委員会開催のお礼の挨拶を行った。 

６．閉会 

・会長が会を閉会した。 

(以上) 

 


